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公　　　示

一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請について

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止について

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請事案

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（福祉輸送サービス）変更認可申請事案

指定整備事業者の行政処分について

指定整備事業者の行政処分に係る聴聞の実施について
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金設定認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和６年３月１４日　　　関東運輸局長　勝山　潔

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２３B５６号　京急横浜自動車　株式会社

１．令和６年１月１０日

２．京浜地区

３．運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請の概要

以下(別紙)のとおり

公　　　示
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別紙

１．運賃の種類

　　　　 平成１４年１月１７日付けで関東運輸局長が公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃

　　 　　及び料金に関する制度について」記１．（１）ハ⑤に定める一括定額運賃

２．一括定額運賃を適用する地点又はエリア

　　 東エリア及び西エリア　～　京急百貨店（横浜市港南区上大岡西１丁目６－１）

※東エリア（横浜市港南区上大岡東１丁目、２丁目及び南区大岡４丁目）

　 西エリア（横浜市港南区大久保２丁目、３丁目及び港南２丁目）

３．一定期間あたりの販売数、利用回数の上限及び利用時間帯

　　 1ヶ月間あたりの販売数の上限　　各50束

　　 利用回数の上限　　1束あたり11回

利用時間帯　　平日午前10時～午後8時

４．定額運賃の額等

（１）算出の基礎となる運賃等

①　距離制 普通車 初乗運賃 1.091Kmまで 　　５００円

加算運賃 239ｍまでを増すごとに 　　１００円

（２）設定する定額運賃の額

【東エリア】

7,100円（乗車11回分）

【西エリア】

8,100円（乗車11回分）

５．適用方法
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

車種区分は、平成１４年１月１７日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」
３．の区分に基づき設定した公定幅運賃の車種区分による。

乗車券を使用して乗車しようとする者は、乗車時、乗務員に乗車券を渡すことにより、一括定額運賃を適用するもの
とする。

乗車券の代金払い戻しは行わない。

乗車券の有効期間は発行日より１年とする。

駐車料金、有料道路利用料、その他旅客から特別な負担を求められた場合の実費は、旅客の負担とする。

障害者割引は適用しないものとする。

運行の中止等の場合の措置として、運賃メーター器を併用することとし、運送の最初から運賃メーター器を通常の距
離制運賃（時間距離併用制運賃を含む。）の運送におけるものと同様に操作することとする。

運送途中において、旅客の都合により運送を中断する場合、又は、本認可による一括定額運賃の目的地以外の場
所に目的地を変更するような場合、もしくは旅客の都合により申込み時に予定した運送経路以外を経由した運送に
変更するような場合であって、当該変更経路が本認可による一括定額運賃の目的地と大きくかけ離れる場合の運
賃の収受は、運賃メーター器の表示額によることとする。

一括定額運賃は、あらかじめ京急百貨店及び営業所等において前払いにより乗車券（11回分）を発行し、乗車時に
乗車券が提示された場合に限り適用する。
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和６年３月１４日　　　関東運輸局長　勝山　潔

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（福祉輸送サービス）変更認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２３B５７号　株式会社　丸越

１．令和６年２月１４日

２．群馬県Ａ地区

３．運賃及び料金（福祉輸送サービス）変更認可申請の概要

下記の時間制運賃について、初乗・加算時間を１０分に短縮する。

（ア）　特定大型車　　　　　上限運賃

（イ）　大型車　　　　　　　　上限運賃

（ウ）　普通車　　　　　　　　上限運賃

公　　　示
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公 示

道路運送車両法第９４条の８第１項の規定に基づき、指定自動車整備事業者に対し、

下記のとおり処分を実施する。

記

１．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビーエムホールディングス

代表取締役 若山 哲也

東京都多摩市貝取五丁目３番地

２．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

（１）ビッグモーター 石岡店

茨城県石岡市八軒台１８番２９号

指定番号 関東指第５－１３８０号

（２）ビッグモーターつくば店

茨城県つくば市学園の森３丁目４５番地１

指定番号 関東指第５－１３８７号

３．処分の内容

保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令

停止期間 令和６年 ３月 ８日 から

令和６年 ３月１２日 まで ５日間

４．処分の理由

道路運送車両法第９４条の８第１項第４号の規定違反

令和６年３月８日

関東運輸局長 勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ホンダカーズ神奈川北

代表取締役 田淵 大介

神奈川県川崎市麻生区上麻生四丁目１９番１号

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ神奈川北 川崎多摩店

神奈川県川崎市多摩区菅馬場１丁目２番１号

認証番号 第２－１７３５号

指定番号 関東指第２－７１２号

４．期 日

令和６年３月１８日（月）９時３０分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の５第１項及び同法第９４条の６第１項の規定違反

令和６年３月７日

関東運輸局長

勝山 潔
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